
「令和5年7月分」

違反行為の概要： 過積載による運送

局内累積
違反点数

当該(営)
違反点数

株式会社小原林業（法人
番号8340001014750）代表
者小原美智夫

本社営業所

鹿児島県鹿屋市串良町有
里7663-2

鹿児島県南九州市川辺町
下山田4228

有限会社杉山運送（法人
番号2340002005184）代表
者杉山圭一

本社営業所

鹿児島県鹿児島市田上8
丁目13-2

鹿児島県鹿児島市田上8
丁目13-2

元明運送有限会社（法人
番号5350002015964）代表
者元明吉美

本社営業所

宮崎県都城市山之口町富
吉2885-１

宮崎県都城市山之口町富
吉2885-１

株式会社ＳＭＳ．ＬＩＮＥ（法
人番号4320001017866）代
表者齊木清二

本社営業所

大分県大分市大字中戸次
字中峯906番地3

大分県大分市大字中戸次
4333番地

1

令和5年7月24日
輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和4年11月21日、監査実施。1件の違
反が認められた。(1)過積載運送(貨物
自動車運送事業法第17条第3項)

2 2

令和5年7月20日
輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17第3項

令和5年5月1日、監査実施。1件の違反
が認められた。(1)過積載運送(貨物自
動車運送事業法第17条第3項)

1

2令和5年7月14日
輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17第3項

令和5年3月14日、監査実施。1件の違
反が認められた。(1)過積載運送(貨物
自動車運送事業法第17条第3項)

2

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

九州運輸局自動車交通部　
自動車運送事業安全監理室

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

1

主な違反条項

令和5年7月3日 1
令和5年2月2日、監査実施。1件の違反
が認められた。(1)過積載運送(貨物自
動車運送事業法第17条第3項)

処分年月日  行政処分等の内容

輸送施設の使用停止
（10日車）

違反点数付与状況

 営業所の名称及び所在地 違反行為の概要
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地


